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いかという不安を強く抱き，しばしば援助の申し出を拒む。
一方で，自らの不安を抱える人は，子どもや老親など身近な
他者のことを自分以上に心配することがある。
⑤ アウトリーチに重点をおく
災害後の精神保健的援助は，被災者本人たちが精神保健
サービスを希望するのを待っていたのでは，初期救援は有効
に行えない。“レッテル貼り” の危険性に配慮しながらも，
自らが被災者がいる場に赴いて，現場のニーズを把握する必
要がある。
⑥  被災者にみられる情動的な反応の多くは，「異常な状況に対
する正常な反応」である。そのことを被災者にはっきり伝
えるようにする

⑦ 時期に合わせた援助をこころがける
たとえば，災害直後に被災者に被災体験について詳細に問
うのは好ましいことではないが，災害直後の混乱が終息した
後に被災者が被災体験を言語化できるように援助することは
治療的である。
⑧  被災コミュニティーの特質を考慮し，互助的機構を尊重し，
活用する
公的な災害救援システムは，そのような援助システムから
切り離されてしまった被災者を中心に供給するようにする。

4）ケアの方法と場
（1）精神保健業務の「拠点」の設置

災害対策本部と緊密な連絡を保ちながら，精神保健活動を
統括する拠点を市役所，保健所，精神保健福祉センターなど
のいずれかにおき，地域精神保健活動の実践経験のある行政
職員が責任者となる。

（2）災害救援スタッフへの教育
パンフレットなどを用いて，災害救援スタッフ全員に必要
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最小限の精神保健の基礎知識を与える。精神保健の知識は，
一般救援スタッフが被災者に適切な援助を提供する上で有用
であるとともに，精神的な問題を抱えた被災者を精神保健の
専門スタッフに紹介することにつながり，さらには救援者自
身の精神的健康の維持に役立つ。

（3）宣伝活動
いつ，どこで，どのような精神保健サービスが提供され
ているかという情報を，あらゆる手段と機会を利用して発信し続
ける。また，前記の「拠点」に “ホットライン” を設置して，被
災者・救援者からのさまざまな問い合わせに対応する。

（4）第一線機関との連携
災害救援に携わる第一線機関と連携し，避難所などで把握
された精神保健上の問題に対処する。できる限り精神保健ス
タッフが避難所を巡回したり，一般医療救護班に加わるなど
して，被災者が「精神科」を意識せずに精神保健サービスを
受けられるように配慮する。

（5）専門的相談への応需と精神医療への導入
前記のような災害救援の第一線での精神保健サービスとは
別に，精神的問題を自覚している者が来談して専門的な精神
保健相談を受けることができる相談センターを，市役所，保
健所，福祉事務所などさまざまな目的をもつ人が出入りする
公的機関内におく。相談センターはまた，地域コミュニティ
や避難所内で激しい興奮，繰り返す自殺企図，精神症状に基
づいて他の者を著しく動揺させるような言動をなすなど，顕
著な精神症状を呈する者を精神医療機関に紹介する。必要に
応じて，スタッフが同行して被災地外の医療機関に移送でき
るよう準備をしておく。
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5）とくに外来救援について
（1）出動要請について

災害発生時に被災自治体首長は，被災地外の諸機関に応援
を要請することができる。この要請に基づいて外来救援者が
出動することになる（日本赤十字社だけは被災地からの要請
がなくても独自の判断で出動できる）。とはいえ，被災地自
治体当局が発災後一時的に判断能力を喪失する場合もありう
る。被災地外の救援者には，自分たちに出動要請を出してく
れるようにと自ら被災地に対して要請するくらいの気概が必
要である。また，平時より自治体間で相互に災害援助協定を
結んでおくことが望ましい。

（2）外来救援の意義
外来救援は，現地の救援能力の不足を補うためのものであ
る。したがって，現地の救援者が消耗しないように救援業務
に協力するとともに，救援方針の決定などにあたっては現地
の救援者および被災者の意向を尊重する。

（3）装備と派遣期間
外来救援者は，自分たちの衣食住に関する可能な限りの装
備を携行し，派遣期間は1チーム最低５日以上とする。あま
りに短期間での派遣あるいは交代は，現地救援者にとってか
えって負担となるので注意が必要である。後続チームとの交
代時には，被災地状況についての申し送りを必ず行う。

4．ケアの実際例

大規模自然災害後のメンタルヘルスケアについて参考となる
実際例を，阪神･淡路大震災後の自験例よりあげる。
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3人組
軽い被害妄想を長年にわたって抱えながら，それまでは規
則正しい通院・服薬によって維持されてきた慢性統合失調症の
30代女性。震災当日から，両親とともに自宅近くの小学校の
体育館に避難した。避難所では多くの避難者がひしめきあい，
飲料水が不足していた。震災で薬を失い，ほとんど睡眠がとれ
ていなかったところ，3日目になって「水に毒が入っている！」
と不穏になり，やがて両親も同調し，とくに父親が避難所管理
者に執拗に抗議し始めた。
巡回してきた精神科医が向精神薬を処方し，患者の睡眠が改
善すると両親も落ち着きをとりもどした。一家の被毒妄想は，
翌々日には消褪した。

● コメント 震災によって妄想が急性再燃し，それが両親に
感応性の妄想を引き起こしたケースである。災害を契機と
して生じた急性再燃や感応症状は，投薬や環境調整によっ
て比較的早期に鎮静できる場合も多い。

事例1

妻を気遣う老人
アパートで暮らす80代の老夫婦。震災時，自宅の扉が開か
なくなり，部屋の中に閉じ込められたがすぐに救出された。そ
の後も自宅で生活を続けたが，妻が終日玄関扉を開け放すよう
になったため，心配した夫が保健所に相談に訪れた。「妻は相
談も受診もいやがっている」ということだったので，夫の相談
を継続することにした。やがて夫は，室内に閉じ込められたと
きの恐怖感を語るようになり，自分も不眠が続いていることを
認めたため，保健師の勧めで総合病院の精神科を受診，投薬を
受けた。すると妻も精神科を受診するようになり，睡眠が改善
し，玄関扉も通常どおり閉めておくことができるようになった。

● コメント 被災者は，ふだん以上に身近な他者のことを心配
するが，自分が心理的な問題を抱えていることを否認しがち
である。しかし，精神保健サービスが有益であることがひ
とたびわかると，抵抗なく利用できるようになるものである。

事例2
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1．避難所管理・運営スタッフについて
●責任者（統括者）は誰か
▢　避難所運営のトレーニングを受けた人か
▢　他の業務を兼務しているか
▢　補佐役はいるか，それは誰か

●スタッフにはどのような人がいるか
▢　避難所運営のトレーニングを受けているか
▢　接遇，面接の技術をもった人はどのくらいいるか
▢　業務分担，責任の範囲は決められているか
▢　他の業務を兼務しているか
▢　スタッフの健康上の問題は出てきていないか

2．避難所の施設・物資などについて
●不足しているものは何か
　① “衣”
▢　衣類（防寒具，防暑具を含む）
▢　寝具類
　② “食”
▢　食料
▢　食品衛生管理
　③ “住”
▢　居住スペース
▢　室温調整（空調）
▢　照明
▢　プライバシー

●不足によって生じている問題
▢　困っているのは誰か
▢　改善のための責任者は誰か

避難所の運営についてのチェックリスト―精神保健の観点から



各　論

3．避難者について
●要援護者（災害弱者）がいるか
▢　乳幼児
▢　老人
▢　障害者
▢　傷病者
▢　日本語での疎通が困難な人

●避難者の自治組織，互助機構ができているか

4．医療，コンサルテーションについて
●医療
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか

●精神保健（“こころのケア”）
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか

●福祉領域
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか


